
令和７年度学校規模の適正化及び少子化に対応した 
学校教育の充実策に関する実態調査について 

1. 調査の目的
学校統合による学校規模の適正化や、統合が困難な小規模校における教育の活性化など、
各都道府県・市区町村教育委員会における少子化に対応した取組の状況などについて調査
を⾏い、少子化・人口減少時代に対応した活⼒ある学校づくりに関する施策の検討に活用
する。 

2. 調査の対象
全都道府県教育委員会（47）・全市区町村教育委員会及び学校設置組合（1,754） 
（※Web による回答方式の調査票を配布） 
（※本調査は、回答する自治体の負担軽減のため、文部科学省の令和６年度委託
調査研究「少子化時代に対応した学校の適正規模・適正配置の在り方に関する調
査研究」の中で一体的に実施）

3. 調査時点
都道府県教育委員会（47） 令和７年６月 30 日 
市区町村教育委員会等（884） 令和７年６月 30 日 

4. 主な調査事項
 【都道府県】 

○域内市区町村の学校規模適正化に関する課題認識
○市区町村に対する支援
○国からの支援の要望

 【市区町村】 
○学校規模の基準
○学校の適正規模に関する認識、課題解消に向けた検討状況
○学校の適正規模について課題解消に向けた検討に着手している自治体の割合 (都道

府県別)
○小規模校への対応
○過大規模校への対応
○二地域居住・ワーケーションへの対応
○国からの支援の要望
○都道府県からの支援の要望

 【市区町村における過去２年間の統合事例】 
○統合事例の有無
○統合事例の内訳
○統合前後での学校規模等の変化
○統合に伴う通学手段の変化
○統合に伴う施設整備
○統合に伴う費用
○統合に伴う人的整備
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学校規模の適正化はすべての市区町村に
おいて検討課題である

学校規模の適正化は半分以上の市区町村におい
て検討課題である

学校規模の適正化は一部の市区町村に
おいて検討課題である

都道府県として学校規模の適正化は
課題だと考えていない

現時点では学校規模の適正化は大きな課題だと
考えていないが、近い将来、一部の市区町村に

おいて検討課題となることを想定している

13%

66%

17%
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N=47〈全都道府県〉

域内の市区町村における学校規模適正化に関する現状認識１

現時点では学校規模の適正化は大きな課題だと
考えていないが、近い将来、一部の市区町村に

おいて検討課題となることを想定している

保護者や地域住⺠との合意形成

検討の進め方、検討体制

分離、統合等に伴う予算の確保

都市開発等により今後の
学齢人口を推計するのが困難

統合後の学校の魅⼒づくり

⾸⻑部局との連携

地理的要因、交通事情

地域コミュニティの維持

100%

79%

85%

13%

47%

51%

96%

89%

19%

13%

26%

51%

43%

4%

11%

2%

2%

60%

2%

6%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく当てはまる やや当てはまる あまり当てはまらない 全く当てはまらない

市区町村が学校規模の適正化を図る上での課題や懸念２

N=47〈全都道府県〉

都市開発等により今後の
学齢人口を推計するのが困難

【その他の例】
• 各市町村の実情や方針のもと学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育

の充実策を進めるときの、方向性が異なる場合の実情に応じた対応の複雑化
• 教職員の適正配置・教職員定数の⾒直し
• 市町村間をまたいだ協議
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市区町村の学校規模適正化の取組への支援3-(1)

N=47〈全都道府県〉

特にしていない理由

積極的に支援

している

13%

要請に応じて支援している

81%

特にしていない

6% ・現段階では、支援体制の整備に係る財政の確
保が困難であるため
・設置者である市町村教育委員会の判断を尊重
しているため

統合校の教職員定数減の緩和措置

事務量・調整業務の増に対する人事⾯での措置

激変緩和のための学習⾯・生活⾯の支援の観点からの人事⾯での措置

指針や手引き等参考となる考え方の提示

各種会議の場を活用した情報提供

先⾏事例の収集・分析

各市区町村間での情報交換の場の設定

管理職等の中核となる教員の任期の柔軟な取扱

通学対策事業への補助

統合計画の策定プロセスへの指導・助言

スクールバス・ボートへの補助

校舎の新増築・改修事業への補助

激変緩和のためのスクールカウンセラーの派遣又は配置

学校の適正規模の基準の設定

統合後のカリキュラム開発支援

研究校の指定

域内市区町村の実態を参考としたモデル統合シミュレーション

市区町村における学校規模適正化の検討に要する費用への補助

学校規模の適正化を専門に担当する組織の設置

その他

64%
43%

36%
25%
23%
20%
18%
18%

14%
11%
9%
9%
9%

2%
2%
2%
0%
0%
0%

14%
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市区町村への支援の具体的取組3-(2)

N=44
〈3-(1)で「積極的に支援している」「要請に応じて支援している」と回答した都道府県〉

※複数回答

【その他の例】
• 統廃合前後の学校に対する教員の加配措置

（国の加配を活用）
• 校舎の新増築・改修事業への国庫補助活用の

相談・助言
• 参考となる国の通知等の提示・直近の事例の

紹介
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市区町村の小規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための取組へ
の積極的な支援4-(1)

N=47〈全都道府県〉

⾏っていない理由

⾏っている

94%

⾏う予定である

0%

⾏っていない

6% 【支援を⾏っていない理由】
• 小規模校のデメリットを最小限にする支援は⾏って

いるが、メリットを生かすための具体的な施策は
⾏っていない

• 市町村からの要請がないため

市区町村への支援の具体的取組4-(2)

N=44
〈4-(1)で「⾏っている」と回答した都道府県〉

※複数回答

免許外指導を解消する等、
小規模校の教職員配置の充実

小規模校における教育の充実のための
教育員研修の実施・充実

小規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

テレビ会議システムやオンライン会議システム等を
使った遠隔合同授業等の実施に係る

ガイドラインの策定

その他

84%

34%

25%

5%

25%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

1

2

3

4

5

テレビ会議システムやオンライン会議システム等を
使った遠隔合同授業等の実施に係る

ガイドラインの策定

【その他の例】
• 県教育委員会主催の協議会等への教職

員の出張への配慮
• 小中一貫教育の推進
• へき地複式教育の観点から小規模校の

特性を生かした学習指導の充実に向け
ての指導助言

• 県独自の学級編成基準の設定
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市区町村の過大規模校への対応に対する積極的な支援5-(1)

N=47〈全都道府県〉

⾏っていない理由

⾏っている

62%

⾏う予定である

0%

⾏っていない

38%

• 過大規模校がないため
• 設置者である市町村教育委員会の判断を

尊重しているため
• 学校規模にかかわらず、教職員研修によ

る支援を⾏っているため。また、県の財
政状況では、過大規模校への積極的な追
加的配置や、施設整備に係る財政支援を
⾏うことは難しいため

学校規模は⾒直さず、教頭の複数配置など、
過大規模校の教職員配置の充実

過大規模校における教育の充実のための
教職員研修の実施・充実

学校の分離新設に係る費用の補助

学校施設の増築に係る費用の補助

過大規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

その他

90%

3%

0%

0%

0%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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3

4

5

6

市区町村への支援の具体的取組5-(2)

N=29
〈5-(1)で「⾏っている」と回答した都道府県〉

※複数回答

【その他の例】
・国の加配等を活用した教職員配置の充実
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学校規模の適正化等について国からの支援の要望6

N=47〈全都道府県〉
※複数回答

教職員定数の加配措置による支援

施設整備への補助

学校規模適正化について検討する際に参考となる資料の提供

スクールバス導入費用への補助

優れた先⾏事例の収集・提供

統合が困難な小規模校等への支援の充実

廃校施設の転用に関わる財産処分手続きの緩和

統合の効果に関する分析

専門家の活用等による専門的な指導・助言

優れた先⾏事例の研究に係る経費の支出

その他

91%

83%

77%

77%

68%

66%

43%

38%

21%

19%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1
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8
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【その他の例】
・スクールバス運⾏経費に対する財政措置
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学級数

学校全体の児童生徒数

各学年の児童生徒数

定めていない

定めることを検討している

その他

19%

0%

2%

66%

4%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1
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5

6

市区町村で独自に定めている学校規模等の基準

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

※複数回答

7-(1)

【その他の例】
• 学級数及び１学級あたりの児童生徒数の両

方で基準を設定
• 複式学級を避ける児童生徒数
• 学校施設⻑寿命化計画の中で複式学級が発

生する学校の場合には統合を検討する旨を
明記

市区町村で独自に定めている学校規模等の基準（学級数）

N=171
〈7-(1)で「学級数」を選択し、小学校について回

答した市区町村〉

小学校

N=171
〈7-(1)で「学級数」を選択し、中学校について

回答した市区町村〉

中学校
7-(2)

6学級以上

6-18学級

12-24学級

12-18学級

12学級以上

その他

11%

1%

35%

29%

13%

11%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3
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5

6

3学級以上

6学級以上

6-18学級

9学級以上

9-18学級

9-24学級

12学級以上

12-18学級

12-24学級

その他

6%

12%

4%

10%

18%

6%

5%

18%

13%

7%

0% 10% 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8



域内の学校の適正規模に関する認識

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

8-(1)

26%

8%

32%

2%

2%

6%

8%

15%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

おおむね適正規模である

一部地域に過小規模の学校があるが、
統合の対象となり得る学校がない

一部地域に過小規模の学校がある
（上記に当てはまる場合以外）

一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、
過大規模が解消される⾒込みである

一部地域に過大規模の学校がある
（上記に当てはまる場合以外）

域内に過小規模の学校と過大規模の学校がある

おおむね適正規模であるが、近い将来、過小規模
又は過大規模の学校が生まれることが想定される

全体として適正規模になっていない

一部地域に過小規模の学校があるが、統合の対象となり得る学校がない理由

N=67 
〈8-(1)で「一部地域に過小規模の学校があるが、統合
の対象となり得る学校がない」と回答した市区町村〉

8-(2)

地理的要因や通学距離の関係により、
過小規模の学校統合が困難である

域内の学校数が、1小学校、1中学校である
（もしくは、1義務教育学校である）

その他

49%

31%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

1

2

3

【その他の例】
• 地域コミュニティの醸成に果た

している役割等に配慮し、地域
の意向を踏まえながら、慎重に
適正配置の検討を⾏っていくた
め

• 学校選択制を導入するため

9



教育委員会内の検討組織において検討中

教育委員会内に検討組織の⽴ち上げを予定

庁内の検討組織（教育委員会・⾸⻑部局双方を含む）
において検討中

庁内に検討組織（教育委員会・⾸⻑部局双方を含む）の
⽴ち上げを予定

外部委員（例︓地域住⺠や保護者、学識経験者等）を加えた
検討組織において検討中

外部委員（例︓地域住⺠や保護者、学識経験者等）を加えた
検討組織の⽴ち上げを予定

検討組織は⽴ち上げていないが、課題の解消に向けて担当部局内で検討（今後の人口推計、
地域住⺠や保護者の意向などのデータや情報の収集・分析、方針の検討等）を⾏っている

検討は既に（過去10年以内）終了し、方針・計画が策定されている

課題はあるが現時点で検討の予定は⽴っていない

8%

2%

6%

1%

13%

5%

24%

26%

14%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

課題を認識している市区町村の課題解消に向けた検討状況

N=631
〈8-(1)で「おおむね適正規模である」「一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、

過大規模が解消される⾒込みである」と回答した市区町村を除いた数〉

8-(3)

庁内の検討組織（教育委員会・⾸⻑部局双方を含む）
において検討中

庁内に検討組織（教育委員会・⾸⻑部局双方を含む）
の⽴ち上げを予定

外部委員（例︓地域住⺠や保護者、学識経験者等）を加えた
検討組織において検討中

外部委員（例︓地域住⺠や保護者、学識経験者等）を加えた
検討組織の⽴ち上げを予定

検討組織は⽴ち上げていないが、課題の解消に向けて担当部局内で検討（今後の人口推計、
地域住⺠や保護者の意向などのデータや情報の収集・分析、方針の検討等）を⾏っている
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全国
北海道
⻘森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都

神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
⻑野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県

和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
⻑崎県
熊本県
大分県
宮崎県

⿅児島県
沖縄県

71%
67%

76%
78%

64%
53%

85%
65%

82%
87%

50%
74%

82%
45%

73%
69%

82%
85%

71%
60%

67%
68%
70%

55%
69%

56%
82%

59%
74%

67%
84%

73%
86%

90%
100%

80%
82%

67%
92%
92%

70%
71%

78%
80%

90%
77%

81%
75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6

2 7

2 8

2 9

3 0

3 1

3 2

3 3

3 4

3 5

3 6

3 7

3 8

3 9

4 0

4 1

4 2

4 3

4 4

4 5

4 6

4 7

4 8

課題を認識しており、課題の解決に向けた検討に着手（予定も含む）してい
るもしくは、検討が完了し⽅針・計画が策定されていると回答した⾃治体の
割合（都道府県別）

〈 8-(1)で「おおむね適正規模である」「一部地域に過大規模の学校があるが、近い将来、
過大規模が解消される⾒込みである」と回答した市区町村を除いた数〉

8-(4)

N=631
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保護者や地域住⺠との合意形成

検討の進め方、検討体制

分離、統合等に伴う予算の確保

都市開発等により今後の
学齢人口を推計するのが難しい

統合後の学校の魅⼒づくり

⾸⻑部局との連携

地理的要因、交通事情

地域コミュニティの維持

93%

62%

65%

14%

46%

45%

70%

66%

7%

33%

26%

23%

38%

35%

26%

29%

5%

9%

48%

14%

19%

3%

5%

15%

1%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よく当てはまる やや当てはまる あまり当てはまらない 全く当てはまらない

学校規模の適正化を図る上での課題や懸念

N=540
〈8-(3)で「課題はあるが現時点で検討の予定は⽴っていない」と回答した市区町村を除いた数〉

8-(5)

都市開発等により今後の
学齢人口を推計するのが難しい

域内における小規模校の有無9

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

小規模校がある

82%

小規模校は

ない

18%
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取り組んでいる

検討中である

特段の取組を⾏っていない

75%

17%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1

2

3

小規模校のメリットを最大化させる取組

N=728
〈9で「小規模校がある」と回答した市区町村〉

10-(1)

【特段の取組を⾏っていない主な理由】
• 統合の取組を推進しているため

小規模校のメリットを最大化させる具体的取組

N=545
〈10-(1)で「取り組んでいる」と回答した市区町村〉

※複数回答

10-(2)

83%
75%

68%
62%

59%
54%

49%
35%

15%
10%
9%

3%
6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

地域と連携して地域人材、地域資源を活用した地域学習を実施する

個別指導や補習、繰り返し指導の継続的な実施等による、
きめ細かな指導を徹底する

児童生徒用PCやデジタル教材といったICTを有効に活用する

意図的に全員に発表の機会を創出したり、
様々な役割を経験させたりする

体験的な学習、校外学習を機動的かつ頻繁に実施する

教材・教具が一人一人に⾏きわたることを生かして
効果的な教育活動を実施する

保護者や地域と連携して効果的な生徒指導・進路指導を実施する

プレゼンテーションや外国語の発音・発表の指導、
実技指導等におけるきめ細かな指導を実施する

個別最適な学びと協働的な学びに適した教室等を整備している

校舎内に地域住⺠等が利用する施設を併設し、
地域との交流や共創を生み出している

教育課程特例を導入し、特⾊ある取組を実施している

短期留学やホームステイ等の機会を設ける

その他

【その他の例】
• 異学年での交流授業
• 小規模特認校制度の導入
• 複式学級解消のため、市

で教諭を採用
• ⼭村留学の受入れ
• 市内日本語適応指導教室

の初期指導
• 外国語指導助手を常駐さ

せ、外国語に触れる機会
を増加

• 近隣大学との連携により、
多様な教育活動を児童生
徒に提供

• 養護教諭と連携した効果
的な不登校対策の実施

• 教科担任制およびチーム
担任制の実施

13



取り組んでいる

検討中である

特段の取組を⾏っていない

71%

22%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

1

2

3

小規模校のデメリットを最小化させる取組

N=728
〈9で「小規模校がある」と回答した市区町村〉

11-(1)

【特段の取組を⾏っていない主な理由】
• 各学校での創意工夫により対応しているため
• デメリットを最小化させる要望が出されていない

ため。

校数
小学校 313
中学校 71

義務教育学校 17

小規模特認校を導入している学校数

小規模校のデメリットを最小化させる具体的取組

N=520
〈11-(1)で「取り組んでいる」と回答した市区町村〉

※複数回答

11-(2)

80%
52%

38%
37%

31%
29%
28%
27%

22%
22%

19%
16%
13%

7%
7%
6%
4%
3%
4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

異学年集団での共同学習や体験学習を計画的に実施する

地域人材の活用を促進し、社会性育成に資するよう
コミュニティスクールや学校支援地域本部を設置する

テレビ会議システムやオンラインシステム等を活用し、学校間で
遠隔合同授業等の合同の教育活動や教員研修を実施する

スクールバスを活用するなどして計画的に周辺の学校を訪問し、合同授業や合同⾏事を⾏う

小・中学校間の教育活動を年間を通して実施する

小規模特認校制度を導入している

小中一貫教育を導入し、⾏事等で一定の集団規模を確保する

学校間で兼務発令を⾏い、教科免許保有者による指導を担保する

小規模校同士で合同の教職員研修を実施する

追加的な人的指置により複式学級を解消する

各種の検定やコンクールへの参加を推奨することにより、切礎琢磨する環境を整える

学校間で教材・教具・施設・設備などを共同利用する

地域クラブ活動を導入、推進する

幼稚園、児童福祉施設（保育所等）、社会教育施設（公⺠館、図書館等）、
社会体育施設（公⽴体育館等）等と複合化することにより異年齢交流の機会を意図的に整える

⼭村留学・離島留学等の受け入れにより、多様な交流機会を創出する
他の施設と、施設・設備などを共同利用する

社会教育で相当量のプログラムを計画的に実施する

複式学級を有する学校間で教科等の専門性を生かした
教員の巡回指導システムを導入する

その他

【その他の例】
• 市が独自に教員を採用し、定

数法以上の人員を配置
• 小学校での教科担任制の導入。

【小規模特認校の特⾊ある取組の例】
• 地域人材を活用した特⾊ある教育活

動や体験学習
• 一人一人を大切にした｢複式学年別

指導｣や｢自由進度学習｣の取組
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域内における過大規模校の有無12-(1)

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

過大規模校がある

12%

過大規模校はない

88%

学校施設を増築した

通学区域を⾒直した

過大規模校を分離新設した

学校規模は⾒直さず、教職員の配置を⾒直した

その他

47%

21%

10%

9%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

過大規模校への対応12-(2)

N=104
〈12-(1)で「過大規模校がある」と回答した市区町村〉

※複数回答

【その他の例】
• 教室不⾜への対応として、

学校側と調整のうえ、特別
支援教室等を普通教室へ転
用

• 大規模校解消のための指定
学校変更制度の活用

15



二地域居住・ワーケーションへの対応13

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

取組を⾏っている

検討中である

特に取組を⾏っていない

8%

2%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

【具体的な取組状況】
• 「親子⼭村留学制度」の実施
• 教育留学制度の実施
• 指定校変更制度や区域外就学制度の実施

施設整備への補助

教職員定数の加配措置による支援

スクールバス導入費用への補助

学校規模適正化について検討する際に参考となる資料の提供

優れた先⾏事例の収集・提供

廃校施設の転用に関わる財産処分手続きの緩和

統合が困難な小規模校等への支援の充実

統合の効果に関する分析

専門家の活用等による専門的な指導・助言

優れた先⾏事例の研究に係る経費の支出

その他

87%

84%

75%

63%

57%

49%

43%

40%

35%

26%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

学校規模の適正化等について国からの支援の要望

N=884
〈アンケートに回答した市区町村〉

※複数回答

14

【その他の例】
• 「デメリット」の明確な根

拠となり得るエビデンス
• 施設の複合化に対する助成

措置の充実
• スクールバス運転士の人材

確保のための制度的支援

16



学校規模の適正化について都道府県からの支援の要望

N=884〈アンケートに回答した市区町村〉
※複数回答

15-(1)

校舎の新増築・改修事業への補助
スクールバス・ボートへの補助

通学対策事業への補助
統合校の教職員定数減の緩和措置

事務量・調整業務の増加に対する人事⾯での措
激変緩和のための学習⾯・生活⾯の支援の観点

指針や手引き等参考となる考え方の提示
市区町村における学校規模適正化の検討に要す

先⾏事例の収集・分析
学校の適正規模の基準の設定

激変緩和のためのスクールカウンセラーの派遣
管理職等の中核となる教員の任期の柔軟な取扱

統合計画の策定プロセスへの指導助言
域内市区町村の実態を参考としたモデル統合シ

各市区町村間での情報交換の場の設定
学校規模の適正化を専門に担当する組織の設置

統合後のカリキュラム開発支援
各種会議の場を活用した情報提供

研究校の指定
その他

85%
73%

68%
63%
63%

60%
54%
51%

44%
42%
41%

38%
35%

26%
25%
24%
24%
24%

6%
2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

事務量・調整業務の増加に対する人事⾯での措置
激変緩和のための学習⾯・生活⾯の支援の観点からの人事⾯での措置

市区町村における学校規模適正化の検討に要する費用への補助

激変緩和のためのスクールカウンセラーの派遣又は配置

域内市区町村の実態を参考としたモデル統合シミュレーション

【その他の例】
• 統合・再編に関する都道府

県としての基準の明確化
• 学校規模適正化に関する理

解や課題の共通認識を図る
ための県費負担教職員への
研修

• 小中一貫教育に関する教職
員への研修や市町村への支
援

免許外指導を解消する等、
小規模校の教職員配置の充実

小規模校における教育の充実のための
教職員研修の実施・充実

小規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

今のところ支援いただく必要がない

テレビ会議システムやオンライン会議システム等を使った
遠隔合同授業等の実施に係るガイドラインの策定

その他

62%

48%

42%

19%

17%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2

3

4

5

6

小規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府県からの支
援を必要とする場合の要望

N=884〈アンケートに回答した市区町村〉
※複数回答

15-(2)

【その他の例】
• 学校施設の増築・改修に係る費用の補助

17



今のところ支援いただく必要がない

学校規模は⾒直さず、教頭の複数配置など、
過大規模校の教職員配置の充実

学校施設の増築に係る費用の補助

大規模校における教育の充実のための
教職員研修の実施・充実

大規模校における教育の充実のための
資料、ガイドラインの作成

学校の分離新設に係る費用の補助

学校の分離新設に係る費用の補助

62%

24%

24%

16%

14%

11%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

1

2

3

4

5

6

7

大規模校のメリットを生かし、デメリットを最小化するための都道府県からの支
援を必要とする場合の要望15-(3)

N=884〈アンケートに回答した市区町村〉
※複数回答

その他 【その他の例】
• 養護教諭２名の配置

18



 

統合事例調査（過去２年間） 
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令和６年度及び令和７年度における統合事例の有無16

N=884〈アンケートに回答した市区町村〉

統合事例がある

13%

統合事例はない

87%

令和６年度

令和７年度

その他

66件

91件

1件

0件 10件 20件 30件 40件 50件 60件 70件 80件 90件 100件

1

2

3

統合して開校した年度

N=158〈過去２年間の統合実施件数〉
※その他は、「統合後は「開校」として取扱っていない」事例

17

20



小学校同士の統合

中学校同土の統合

小学校と中学校を統合して義務教育学校を設置

施設一体型の小中一貫校(義務教育学校を除く)の
整備を含む小学校同士、又は中学校同士の統合

義務教育学校と小学校又は中学校の統合

その他

102件

31件

20件

4件

0件

1件

0件 10件 20件 30件 40件 50件 60件 70件 80件 90件100件110件

1

2

3

4

5

6

統合の基本的な形態

N=158〈過去2年間の統合実施件数〉

18

【その他の例】
• 小学校、中学校、義務教育学校を統合して、義務教育学

校を設置

統合の形態

N=106〈過去2年間の統合実施件数〉 N=31〈過去2年間の統合実施件数〉 N=21〈過去2年間の統合実施件数
（18の「その他」を含む）〉

19
義務教育学校を設置するための

小中学校の統合中学校同士の統合小学校同士の統合

2校を1校に統合

3校を1校に統合

4校を1校に統合

5校を1校に統合

13件

5件

2件

1件

0件 5件 10件 15件

1

2

3

4

2校を1校に統合

3校を1校に統合

4校を1校に統合

5校を1校に統合

6校を1校に統合

83件

15件

3件

4件

1件

0件 25件 50件 75件 100件

1

2

3

4

6

2校を1校に統合

3校を1校に統合

3校を2校に統合

27件

3件

1件

0件 20件 40件

1

2

3

21



統合前後の学校における学級数（統合前）20-(1)
義務教育学校を設置するために

統合した小中学校中学校同士で統合した中学校小学校同士で統合した小学校

N=249〈統合前の小学校数〉 N=66〈統合前の中学校数〉 N=54〈統合前の小中学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

0%

2%

30%

46%

9%

2%

9%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

2%

7%

22%

41%

6%

6%

14%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

5%

9%

33%

24%

6%

15%

8%

0%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

統合前後の学校における学級数（統合後）20-(2)

小中学校を統合した義務教育学校中学校同士を統合した中学校小学校同士を統合した小学校

N=106〈統合後の小学校数〉 N=32〈統合後の中学校数〉 N=21〈統合後の義務教育学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

25〜30学級

31学級以上

0%

0%

7%

25%

7%

14%

39%

8%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

25〜30学級

31学級以上

0%

0%

9%

22%

13%

22%

31%

3%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

0学級

1〜2学級

3〜4学級

5〜6学級

7〜8学級

9〜11学級

12〜18学級

19〜24学級

25〜30学級

31学級以上

0%

0%

5%

5%

10%

43%

10%

10%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0
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0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

22%

25%

27%

15%

6%

2%

2%

0%

0%

1%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

20%

24%

33%

11%

4%

2%

2%

0%

0%

4%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

統合前後の学校における特別支援学級数（統合前）20-(3)
義務教育学校を設置するために

統合した小中学校中学校同士で統合した中学校小学校同士で統合した小学校

N=249〈統合前の小学校数〉 N=66〈統合前の中学校数〉 N=54〈統合前の小中学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

27%

9%

38%

15%

8%

0%

0%

2%

0%

2%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

統合前後の学校における特別支援学級数（統合後）20-(4)

小中学校を統合した義務教育学校中学校同士を統合した中学校小学校同士を統合した小学校

N=106〈統合後の小学校数〉 N=32〈統合後の中学校数〉 N=21〈統合後の義務教育学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

0%

0%

7%

25%

7%

14%

39%

8%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

3%

6%

28%

34%

16%

9%

0%

3%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

0学級

1学級

2学級

3学級

4学級

5学級

6学級

7学級

8学級

9学級以上

5%

5%

19%

5%

29%

14%

5%

10%

0%

10%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0
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統合前後の学校における児童生徒数（統合前）20-(5)
義務教育学校を設置するために

統合した小中学校中学校同士で統合した中学校小学校同士で統合した小学校

N=249〈統合前の小学校数〉 N=66〈統合前の中学校数〉 N=54〈統合前の小中学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

14%

7%

11%

11%

12%

9%

12%

7%

8%

5%

4%

0% 10% 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

12%

15%

3%

5%

2%

6%

20%

15%

15%

5%

3%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

7%

9%

7%

4%

15%

17%

20%

6%

6%

6%

4%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

統合前後の学校における児童生徒数（統合後）20-(6)

小中学校を統合した義務教育学校中学校同士を統合した中学校小学校同士を統合した小学校

N=106〈統合後の小学校数〉 N=32〈統合後の中学校数〉 N=21〈統合後の義務教育学校数
（ 18の「その他」を含む）〉

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

1%

2%

3%

1%

6%

7%

15%

10%

22%

16%

18%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

0%

0%

3%

0%

3%

3%

13%

13%

28%

25%

13%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1

0〜14人

15〜29人

30〜44人

45〜59人

60〜89人

90〜119人

120〜179人

180〜239人

240〜359人

360〜479人

480人以上

0%

10%

0%

5%

10%

0%

5%

33%

0%

10%

29%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 0

1 1
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1コース

2コース

3コース

4コース

5コース

6コース

7コース

8コース

9コース

10コース以上

25%

25%

12%

8%

8%

6%

6%

3%

2%

5%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

統合前 統合後 差

徒歩 156 139 ▲17
自転⾞ 43 40 ▲3
スクールバス 55 106 51
スクールボート 1 2 1
路線バス 26 38 12
借り上げタクシー 5 8 3
その他 15 17 2

統合に伴う通学手段の変化

N=106〈統合後にスクールバスを使用する事例数〉

統合前後の通学手段 設定されているスクールバス路線数
21

※複数回答
【その他の例】
• 電⾞、遠距離通学支援（定期券購入または定

期券相当額支給）
• 保護者の送迎
• デマンドバス（統合後）

2Km未満

2〜4Km

4〜6Km

6〜8Km

8〜10Km

10〜12Km

12〜14Km

14〜16Km

16〜18Km

18〜20Km

20Km以上

8%

26%

16%

11%

11%

8%

4%

6%

2%

2%

3%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

統合後の通学時間が最も⻑い児童の通学時間及び距離（小学校）

N=106〈統合後の小学校数〉

22-(1)

(学校選択に基づいて通学する場合を含む)

通学時間 通学距離

10分未満

10〜20分未満

20〜30分未満

30〜40分未満

40〜50分未満

50〜60分未満

60分以上

1%

9%

28%

32%

20%

3%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7
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2Km未満

2〜4Km

4〜6Km

6〜8Km

8〜10Km

10〜12Km

12〜14Km

14〜16Km

16〜18Km

18〜20Km

20Km以上

0%

23%

13%

19%

6%

6%

10%

6%

0%

10%

6%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

統合後の通学時間が最も⻑い生徒の通学時間及び距離（中学校）22-(2)
通学時間 通学距離

N=32〈統合後の中学校数〉
(学校選択に基づいて通学する場合を含む)

10分未満

10〜20分未満

20〜30分未満

30〜40分未満

40〜50分未満

50〜60分未満

60分以上

0%

6%

31%

16%

38%

6%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

4

5

6

7

2Km未満

2〜4Km

4〜6Km

6〜8Km

8〜10Km

10〜12Km

12〜14Km

14〜16Km

16〜18Km

18〜20Km

20Km以上

14%

14%

14%

19%

10%

0%

5%

5%

5%

5%

10%

0% 10% 20%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

統合後の通学時間が最も⻑い児童生徒の通学時間及び距離
（義務教育学校）22-(3)

通学時間 通学距離

N=21〈統合後の義務教育学校数〉
(学校選択に基づいて通学する場合を含む)

10分未満

10〜20分未満

20〜30分未満

30〜40分未満

40〜50分未満

50〜60分未満

60分以上

0%

19%

29%

24%

14%

5%

10%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

7

26



統合後の学校の設置場所23

N=159 〈統合後の学校数〉

統合前の学校のうちの一つの敷地
（敷地の拡張含む）

上記以外の別敷地

91%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

統合に伴い実施した施設整備の状況24

N=159 〈統合後の学校数〉

新増改築

大規模（⻑寿命化）改修

中規模改修

部分改修

増築

特になし

23%

6%

13%

18%

1%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

2

3

4

5

6
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統合前後における教職員の人数の変動

※統合後の学校数83校小学校 ２校の統合

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

26-(1)

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 33.8 26.5
義務教育費国庫負担の対象ではない 4.9 3.8
常勤職員 34.3 26.8
非常勤職員 4.4 3.5

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.0 1.1
副校⻑ 0.1 0.1
教頭 1.8 1.0

主幹教諭 0.9 0.6
指導教諭 0.9 0.7

教諭 21.5 18.7
養護教諭 2.0 1.1
栄養教諭 0.4 0.4

講師 3.6 2.5
助教諭 0.2 0.2

養護助教諭 0.2 0.1
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.3 0.2

事務職員 2.1 1.3
その他 2.8 2.4

38.7
30.3

※統合後の学校数15校

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

統合前後における教職員の人数の変動26-(2)

小学校 ３校の統合

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 40.9 24.9
義務教育費国庫負担の対象ではない 5.3 2.8
常勤職員 42.1 25.4
非常勤職員 4.1 2.3

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.7 0.9
副校⻑ 0.0 0.0
教頭 2.8 1.1

主幹教諭 0.3 0.1
指導教諭 0.4 0.3

教諭 25.7 17.3
養護教諭 2.4 1.0
栄養教諭 0.3 0.3

講師 3.1 2.3
助教諭 0.5 0.3

養護助教諭 0.4 0.1
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.0 0.1

事務職員 2.6 0.9
その他 5.2 3.2

46.3

27.7
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※統合後の学校数8校小学校 ４校以上の統合

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

統合前後における教職員の人数の変動26-(3)

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 64.9 36.5
義務教育費国庫負担の対象ではない 6.9 2.8
常勤職員 62.6 35.3
非常勤職員 9.1 4.0

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 4.8 1.1
副校⻑ 0.0 0.0
教頭 4.4 1.4

主幹教諭 2.0 1.5
指導教諭 0.0 0.0

教諭 36.0 24.9
養護教諭 3.4 1.0
栄養教諭 0.8 0.5

講師 10.6 6.1
助教諭 0.3 0.0

養護助教諭 0.9 0.0
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.1 0.1

事務職員 3.9 1.3
その他 4.8 1.4

71.8

39.3

※統合後の学校数27校中学校 ２校の統合

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

統合前後における教職員の人数の変動26-(4)

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 37.8 29.5
義務教育費国庫負担の対象ではない 7.6 6.3
常勤職員 40.2 32.0
非常勤職員 5.3 3.7

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.0 1.2
副校⻑ 0.3 0.1
教頭 1.8 1.2

主幹教諭 0.8 0.7
指導教諭 0.0 0.0

教諭 26.1 22.0
養護教諭 1.9 1.2
栄養教諭 0.3 0.3

講師 6.7 4.7
助教諭 0.0 0.1

養護助教諭 0.1 0.0
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.3 0.2

事務職員 2.1 1.4
その他 3.0 2.5

45.4
35.8
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※統合後の学校数5校中学校 ３校の統合

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

統合前後における教職員の人数の変動26-(5)

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 61.3 47.3
義務教育費国庫負担の対象ではない 3.0 1.8
常勤職員 59.3 45.8
非常勤職員 5.0 3.3

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.5 1.3
副校⻑ 0.0 0.0
教頭 2.5 1.3

主幹教諭 1.5 1.3
指導教諭 0.5 0.5

教諭 39.0 33.0
養護教諭 2.5 1.5
栄養教諭 0.0 0.0

講師 8.8 5.8
助教諭 0.0 0.0

養護助教諭 0.3 0.0
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.3 0.3

事務職員 4.5 2.8
その他 2.0 1.5

64.3
49.0

※統合後の学校数13校義務教育学校 小１中１の統合

統合前後における教職員の人数の変動26-(6)

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 39.7 37.5
義務教育費国庫負担の対象ではない 15.2 13.7
常勤職員 39.4 37.5
非常勤職員 15.5 13.7

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.4 1.2
副校⻑ 1.6 0.5
教頭 3.5 2.5

主幹教諭 2.2 2.3
指導教諭 1.6 1.5

教諭 20.2 20.9
養護教諭 3.2 3.0
栄養教諭 1.8 1.9

講師 5.7 4.7
助教諭 1.6 1.7

養護助教諭 1.6 1.5
寄宿舎指導員 1.5 1.5
学校栄養職員 1.6 1.6

事務職員 3.3 2.9
その他 3.0 3.3

54.8

51.2
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義務教育学校 小２中１の統合

統合前後における教職員の人数の変動26-(7)

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

※統合後の学校数5校

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 52.3 51.5
義務教育費国庫負担の対象ではない 4.5 3.0
常勤職員 52.5 51.3
非常勤職員 4.3 3.2

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 2.7 1.0
副校⻑ 0.7 1.0
教頭 1.8 1.8

主幹教諭 2.0 2.2
指導教諭 0.0 0.3

教諭 32.7 35.7
養護教諭 2.2 2.0
栄養教諭 0.3 0.5

講師 5.5 3.8
助教諭 1.2 0.5

養護助教諭 0.5 0.2
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.7 0.3

事務職員 3.7 3.3
その他 3.0 1.8

56.8

54.5

※統合後の学校数1校義務教育学校 小３中１の統合

統合前後における教職員の人数の変動25-(8)

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 68.0 44.0
義務教育費国庫負担の対象ではない 0.0 0.0
常勤職員 57.0 35.0
非常勤職員 11.0 9.0

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 4.0 1.0
副校⻑ 0.0 1.0
教頭 4.0 2.0

主幹教諭 1.0 0.0
指導教諭 0.0 0.0

教諭 27.0 22.0
養護教諭 4.0 2.0
栄養教諭 0.0 1.0

講師 19.0 10.0
助教諭 0.0 0.0

養護助教諭 0.0 0.0
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 0.0 0.0

事務職員 4.0 2.0
その他 5.0 3.0

68.0

44.0
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※統合後の学校数1校義務教育学校 小４中１の統合

■雇用形態等による教職員数の内訳

■職種別による教職員数の内訳

統合前後における教職員の人数の変動25-(9)

単位（人）

統合前の学校の教職員数の合計の平均
(統合後の学校１校当たり)

統合後の学校１校当たりの教職員数の平均

統合前(人) 統合後(人)

義務教育費国庫負担の対象 73.0 55.0
義務教育費国庫負担の対象ではない 17.0 12.0
常勤職員 86.0 65.0
非常勤職員 4.0 2.0

統合前(人) 統合後(人)

校⻑ 5.0 1.0
副校⻑ 0.0 1.0
教頭 5.0 2.0

主幹教諭 0.0 1.0
指導教諭 0.0 0.0

教諭 48.0 44.0
養護教諭 5.0 2.0
栄養教諭 1.0 1.0

講師 4.0 4.0
助教諭 0.0 0.0

養護助教諭 0.0 0.0
寄宿舎指導員 0.0 0.0
学校栄養職員 1.0 1.0

事務職員 6.0 2.0
その他 15.0 8.0

90.0
67.0

設置した

38%

設置していない

62%

統合の検討を⾏うための自治体内での検討組織の設置26-(1)

N=158〈過去2年間の統合実施件数〉
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⾸⻑部局も

構成員に

含む

30%
⾸⻑部局は

構成員に

含まない

70%

検討組織内の構成員（⾸⻑部局の構成員の有無）26-(2)

N=61
〈26-(1)で「設置した」と回答した件数〉

総合計画やまちづくり関係課

施設・営繕関係課

財政・総務関係課

その他

83%

56%

50%

22%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2

3

4

⾸⻑部局の構成員の内訳26-(3)

N=18〈26-(2)で、「⾸⻑部局も構成員に含む」と回答した件数〉
※複数回答

【その他の例】
・子育て支援課
・福祉関係課
・全部局の部⻑、幹事課の課⻑
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活用した

39%

活用していない

61%

統合を検討するための総合教育会議の活用27

N=158
〈16で「統合事例がある」と回答した市区町村〉

総合教育会議をどの程度活用したか

• 小学校再編方針の検討を開始することに
ついての確認、再編方針の策定、学校名
や校章の決定のため

• 検討地域の住⺠アンケートや、学校運営
協議会の意⾒等を基に、当該地域の教育
環境に関する方針の協議

• 外部を含めた検討会議でまとめた統合の
方向性の決定

• 統廃合の進捗状況についての報告

設置した

70%

設置していない

30%

統合を検討するための外部委員を加えた検討組織の設置の有無28

N=158
〈 16で「統合事例がある」と回答した市区町村〉
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1〜12か⽉

13〜24か⽉

25〜36か⽉

37〜48か⽉

49〜60か⽉

61か⽉〜

25%

25%

15%

9%

8%

18%

0% 10% 20% 30%

1

2

3

4

5

6

統合の検討開始から報告書の取りまとめなど方向性が決まるまでの期間29-(1)

N=137〈過去2年間の統合実施件数のうち期間を回答した件数〉

〜36か⽉

37〜72か⽉

73か⽉〜

35%

28%

37%

0% 10% 20% 30% 40%

1

2

3

統合の検討開始から開校までの期間29-(2)

N=153〈過去2年間の統合実施件数のうち期間を回答した件数〉
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